
森林・林業基本計画の実行について

林野庁予算（２３年度） ２４年度以降必要な事業量等

○路網整備 加速化
○森林の整備

○効率的な加工・流通体制の整備

○ 路網整備の加速化
１万３千km/年(H23)→２万４千km/年

当初予算
(2, 720億円)

政府の概算要求
基準に従い8月
末に要求、年末
に決定

○ 効率的な加工流通体制の整備

基金の終了
（ 年度まで）

○木材利用の拡大

に決定

森林整備加速化
基金(H21～H23)

○ 効率的な加工流通体制の整備
等による国産材の供給拡大
・35万m3/年(H23)   → 150万m3/年

（H23年度まで）

補正の有無や
編成方針は年
により流動的

○ エネルギー利用等の促進による
木質バイオマス利用の拡大
・10万m3/年(H22)   → 60万m3/年

(1,238億円/3年)
( )

H22年度補正等
(836億円)

うち 森林吸収源対策

政府の概算要求
基準に従い 月

○ 公共建築物の木造化の推進
・7.5％(床面積ベース、H20)  → 24％

（３０．５万ha）

（１０．０万ha）

５６万ha
間伐

○国際約束の達成に必要な間伐の
実行

・平成24年度：５６万ha

当初予算

基金の終了
（ 年度まで）

基準に従い8月
末に要求、年末
に決定

森林整備加速化
基金(H21～H23)

（１５．６万ha）

平成24年度：５６万ha
※平成24年度以降も、適切に間伐を実施
することが必要

（H23年度まで）

補正の有無や
編成方針は年
により流動的

基金(H21～H23)

H22年度補正等
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平成２３年度税制改正大綱について

成 年度税制改 大綱 税制改 法案＜平成２３年度税制改正大綱＞ ＜税制改正法案＞

・ 石油石炭税の税率の特例として税率の段階的
な引き上げ（エネルギー起源CO2の排出抑制のた

○地球温暖化対策のための税の導入

・我が国においても税制による地球温暖化対策を
強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制の
ための諸施策を実施していく観点から、平成23年度
に「地球温暖化対策のための税」を導入。

な引き上げ（エネルギー起源CO2の排出抑制のた
めに経産大臣又は環境大臣が行う施策に充当）
を盛り込んだ平成２３年度税制改正法案が今国
会に提出。

・具体的な手法としては、現行の石油石炭税にCO2
排出量に応じて税率を上乗せする「地球温暖化対策
のための課税の特例」を設ける。

石油石炭税の税率 原油・石油製品 ガス状炭化水素 石炭

現行 2,040円/kl 1,080円/t 700円/t

改正案（H27.4） 2,800円/kl 1,860円/t 1,370円/t

（改正はH23.10から実施。税率を段階的に引き上げ。）

・ 平成２３年度税制改正法案のうち、石油石炭税

の税率の特例の扱いについては、法人税の税率
の引下げや個人所得課税の諸控除の見直し等と

温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を

図る観点から、森林吸収源対策を含めた諸施策の

の引下げや個人所得課税の諸控除の見直し等と
ともに、復興のための２３年度補正予算の検討と併
せ、各党間で引き続き協議。

○森林吸収源対策

図る観点 ら、森林吸収源対策を含めた諸施策の
着実な推進に資するよう国全体としての財源確保を
引き続き検討。

同法案のうち、既存の特例措置の延長等の項
目については、別の政府提出の法律案として
国会で審議され、６月２２日に可決・成立。
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林野庁関係予算額の推移

億（億円）

9,243

当初予算の
ピーク

3 976

4,948
4,699

4,427

5,078
4,865

5,111
4,7994,9555,028

3,976

２．平成２１年度の補正の額については、加速化基金（1,238億円）を除く。（平成２１年度から平成２３年度の加速化基金として計上。）
３．平成２２年度、平成２３年度の補正の額については、前年度の補正予算と当年度農山漁村地域整備交付金等を計上。

（注）１．平成６年度、平成１４年度から平成２０年度の補正の額については、前年度の補正予算を計上。
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